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                                  平成 23 年 9月 29 日 

各      位 

会社名 インターライフホールディングス株式会社 

代表者名    代表取締役社長 金澤 正晃 

（JASDAQ・コード 1418 ） 

問合せ先   広報・ＩＲ室長 

役職・氏名  正野 達好         

電話 03－3810－7111     

 
決算期(事業年度の末日)変更および定款一部変更に関するお知らせ 

 
当社は，平成 23 年 9月 29 日開催の取締役会において，平成 23 年 11 月 29 日開催予定の臨時株主総会

で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期(事業年度の末日)を変更することを決

議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

１  決算期変更の理由 

   当社の決算期を変更しグループ全体の決算期を統一することにより、当社グループの業績管理

等の効率化と将来のＩＦＲＳ(国際財務報告基準)の適用に備えるものであります。 

      なお、当社の連結子会社についても同様の変更を行う予定です。 

 

２  決算期変更の内容 

   現  在： 毎年 3月 20 日 

   変更案： 毎年 2月 末日 

 

 (注) 決算期変更の経過期間となる第 2期は、平成 23 年 3月 21 日から平成 24 年 2月 29 日までの 

11 ケ月と 9日間の変則決算となる予定であります。 

 

３ 定款変更の目的 

 当社の事業年度は、毎年 3 月 21 日から翌年 3 月 20 日までの 1 年としておりますが、上記決算

期変更の理由により、これを毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とするべく、現行定款第

52 条(事業年度)を変更し、これに伴い、現行定款第 13 条(基準日)、第 53 条(剰余金の配当の基準

日)につき所要の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴う経過措置として、附則

を新設するものであります。 
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４ 定款変更の内容 

   変更の内容は、次のとおりです。 

                         （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株 式 第２章 株 式 

（基準日） 

第 13 条  当会社は、毎年３月 20 日の最終の株主

名簿に記載または記録された議決権を

有する株主をもって、その事業年度に関

する定時株主総会において権利を行使

することができる株主とする。 

 

第７章 計 算 

（事業年度） 

（基準日） 

第 13 条  当会社は、毎年２月末日の最終の株主名

簿に記載または記録された議決権を有

する株主をもって、その事業年度に関す

る定時株主総会において権利を行使す

ることができる株主とする。 

 

第７章 計 算 

(事業年度) 

第 52 条  当会社の事業年度は、毎年３月 21 日か

ら翌年３月 20 日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 53 条  当会社は、毎年３月 20 日または９月 20

日の最終の株主名簿に記載または記録

された株主または登録株式質権者に対

して、剰余金の配当(以下「配当金」と

いう)をすることができる。 

 

 

＜新 設＞ 

第 52 条  当会社の事業年度は、毎年３月１日から

翌年２月末日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 53 条  当会社は、毎年２月末日または８月末

日の最終の株主名簿に記載または記録

された株主または登録株式質権者に対

して、剰余金の配当(以下「配当金」と

いう)をすることができる。 

 

 

附 則 

本定款第 52 条の規定にかかわらず、平成 23 年３月

21 日から始まる第２期事業年度は、平成 24 年２月

29 日までの 11 ヶ月と９日間とする。なお、本附則

は、第２期事業年度経過後にこれを削除する。 

 

 

５ 日程 

   取締役会決議             平成 23 年 09 月 29 日 

定款変更のための臨時株主総会開催日  平成 23 年 11 月 29 日 

   定款変更の効力発生日         平成 23 年 11 月 29 日 

 

６ 今後の見通し 

   決算期変更に伴う業績予想につきましては、現在精査中であり、確定しだい速やかに開示いた

します。 

以 上 


